
西花畑小学校臨時的任用職員 募集案内

福岡市立西花畑小学校では，学校事務に従事する臨時的任用職員を次のとおり募集します。

１．募集人数 ２ 名

２．申込資格 ※ 次の各条件を全て満たす人

( )任用期間を確実に勤務できる人1

ただし，本校区内に居住している人は除きます。

( )基本的なパソコン操作（ワード，エクセル等）ができる人2

( )次のいずれにも該当しない人3

①成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む ）。

②禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

③福岡市職員として懲戒免職の処分を受け，処分の日から２年を経過していない人

④日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，

又はこれに加入した人

４．職務内容

本校において，児童の就学，給食費徴収業務，図書関係事務，文書収発整理，外来者の応対等の事務補

助に従事します。

５．勤務条件

( ) 身 分1

地方公務員法第 条第２項に基づく臨時的任用職員(任用期間が限定された職員)。22

( ) 勤務日数等2

平成２ 年４月１日～平成２ 年９月３０日までの平日4 4

( ) 勤務時間3

１日７時間 午前９時１５分～午後５時００分（うち休憩時間４５分間除く）

( ) 休 日4

原則として土曜，日曜日，国民の祝日

（行事等によって勤務が必要となる場合もあります）

( ) 賃 金5

日額 円（本年度の実績、変更の可能性有り）5,474

翌月１５日（当日金融機関等が休業日の場合は，直近の営業日）に支給します。

， （ ），※ 公共交通機関利用者(片道 以上)については 通勤に要する運賃等相当額 日額 円を限度2km 800

2km 100 2km 5km 200自転車等使用者(片道 以上)については，日額 円(片道 以上 未満)または日額

円（片道５ 以上）の交通費相当の加給金を支給します。km

※ 賞与などの諸手当はありません。



( ) その他6

健康保険，厚生年金及び雇用保険はありませんが，労働災害補償については，労働者災害補償保険法に

基づき適用となります。

６．申込から採用まで

( ) 今回の申込みにより，平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日を任用開始とする臨時的任用職員1 24 4 1 24 9 30

候補者名簿に登録されます。

( ) 名簿登録者の中から書類選考を行った上で，採用候補者に面接日等の連絡を行います。2

( ) 本校で面接・及び実務試験を行い，採用者を決定します。3

※ 実務試験では業務に必要な事務処理能力等のテストを行います。

（例）パソコン操作，文書作成，計算機による計算など

７．申込手続

( ) 申込みの受付1

申込書（Ａ４判）に必要事項をすべて記入し，写真を貼って下記の担当者へ持参もしくは郵送下さい。

※ 提出された申込書は一切返却いたしません。

， ， 。※ 申込書に記載の個人情報については 適切に管理し 臨時的任用事務以外の使用はいたしません

( ) 申込期間2

申込受付期間：平成 年 月 日（水）～ 平成 年 月 日（火） 時～ 時（平日）24 2 1 24 2 14 9 17

※申込書を郵送される場合は，受付期間内に必ず届くようお願いします。

８．申込み及び問い合わせ先

811 1533 2 20 1 092 565 1573福岡市立西花畑小学校 〒 － 福岡市南区桧原 丁目 － ℡ － －

担当者：教頭 真名子 幸


